
作業日 予定地区 予定時間

8月6日（月） 並木町（成瀬台・野沢台・大久保台）地区 午後11時

～

翌午前5時8月7日（火） 並木町（日本松）地区、不動ヶ岡地区

※くわしくは市水道部工務課（☎22-0269）へ。

　水道部では水質維持のため、次のとおり水道水の排水作業を行います。
　予定地区では、一時的に減水・濁りなどが発生することもありますのでご了承ください。
受水槽を使用している場合は、万一に備え適切な措置をお願いします。

8月の水道水の排水作業日程

住
民
票
や
戸
籍
謄
本
な
ど

郵
便
局
で
申
請
で
き
ま
す

成
田
メ
ー
ル

　

市
内
の
郵
便
局
か
ら
、
住
民
票
と

戸
籍
の
謄
本
・
抄
本
の
申
請
が
で
き

ま
す
。
こ
れ
は「
成
田
メ
ー
ル
」と
い

う
制
度
で
、
請
求
で
き
る
も
の
は
左

表
の
と
お
り
で
す
。

　

印
鑑
登
録
証
明
書
や
除
籍
謄
本
な
ど

は
請
求
で
き
ま
せ
ん
。
ま
た
、
土
・
日

曜
日
、
祝
日
、
年
末
年
始
は
ご
利
用
で

き
ま
せ
ん
。

手
続
き
の
方
法

①
印
鑑
を
持
っ
て
市
内
の
郵
便
局
へ

②
郵
便
局
に
置
い
て
あ
る「
成
田
メ
ー

ル
」専
用
の
申
請
書
と
往
信
用
・
返

信
用
の
封
筒
に
必
要
事
項
を
書
い
て

切
手
を
貼
る

③
手
数
料
と
し
て
郵
便
局
の
定
額
小

為
替
を
必
要
な
金
額
分
だ
け
購
入

し
、
同
封
し
て
投と

う

函か
ん

④
申
請
の
あ
っ
た
書
類
を
市
民
課
で

作
成
し
、
同
封
の
返
信
用
封
筒
で
自

宅
へ
返
送

※
く
わ
し
く
は
市
民
課︵
☎
20
︲

1
5
2
5
︶へ
。

　

県
内
す
べ
て
の
事
業
所
で
働
く
労
働

者（
パ
ー
ト
・
ア
ル
バ
イ
ト
を
含
む
）に

適
用
さ
れ
る「
千
葉
県
最
低
賃
金
」お
よ

び
特
定
の
業
種
の
事
業
所
で
働
く
労
働

者
に
適
用
さ
れ
る「
産
業
別
最
低
賃
金
」

は
左
表
の
と
お
り
で
す
。

　

こ
の
最
低
賃
金
額
に
は
、
精
皆
勤
手

当
・
通
勤
手
当
・
家
族
手
当
・
賞
与
・

時
間
外
手
当
・
深
夜
手
当
な
ど
は
含
ま

れ
ま
せ
ん
。

※
く
わ
し
く
は
千
葉
労
働
局
労
働
基
準

部
賃
金
室︵
☎
0
4
3
︲
2
2
1
︲

2
3
2
8
︶ま
た
は
成
田
労
働
基
準

監
督
署︵
☎
22
︲
5
6
6
6
︶へ
。

　

県
で
は
、
株
式
会
社
エ
コ
ネ
ッ
ト
成

田
が
成
田
市
新
泉
11
番
地
1
に
計
画
し

て
い
る
一
般
廃
棄
物
お
よ
び
産
業
廃
棄

物
中
間
処
理
施
設
に
関
す
る
施
設
設
置

許
可
申
請
書
な
ど
を
次
の
と
お
り
縦
覧

し
ま
す
。

　

こ
れ
に
対
し
意
見
の
あ
る
人
は
、
意

見
書
を
提
出
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

期
間
＝
8
月
3
日（
金
）〜
9
月
3
日

（
月
）

時
間
＝
午
前
9
時
〜
午
後
5
時

場
所
＝
県
廃
棄
物
指
導
課（
県
庁
本
庁

舎
4
階
）、
北
総
県
民
セ
ン
タ
ー（
印

旛
合
同
庁
舎
内
・
佐
倉
市
）、
市
ク

リ
ー
ン
推
進
課（
市
役
所
2
階
・
一

般
廃
棄
物
の
み
）・
市
環
境
対
策
課

（
市
役
所
2
階
・
産
業
廃
棄
物
の
み
）

関
係
図
書
＝
一
般
廃
棄
物
お
よ
び
産
業

廃
棄
物
処
理
施
設
設
置
許
可
申
請

書
、
生
活
環
境
影
響
調
査
書

意
見
書
の
提
出
期
間
＝
9
月
4
日（
火
）

〜
17
日（
月
・
祝
）（
郵
送
の
場
合
は

当
日
消
印
有
効
）

意
見
書
の
提
出
先
＝
県
廃
棄
物
指
導
課

産
業
廃
棄
物
指
導
室（
〒
2
6
0
‐

8
6
6
7 

千
葉
市
中
央
区
市
場
町

1
‐
1
）

※
く
わ
し
く
は
県
廃
棄
物
指
導
課
産

業
廃
棄
物
指
導
室︵
☎
0
4
3
︲

2
2
3
︲
2
6
5
5
︶ま
た
は
市
ク

リ
ー
ン
推
進
課︵
☎
20
︲
1
5
3
0
︶、

市
環
境
対
策
課︵
☎
20
︲
1
5
3
2
︶

へ
。

請求できるもの 住民票 戸籍の謄本・抄本

請求できる人
本人か本人と
同一世帯の人

本人か本人と
同一戸籍の人

手数料（1通） 300円 450円

県
内
す
べ
て
の
労
働
者
に

適
用
さ
れ
て
い
ま
す

千
葉
県
最
低
賃
金
・
産
業
別
最
低
賃
金

千葉県最低賃金 687円

産
業
別
最
低
賃
金

調味料製造業 775円

鉄鋼業 806円

一般機械器具製造業 794円

電子機械器具、情報通信機械器具、電子部品・デ
バイス製造業

791円

精密機械器具製造業 776円

各種商品小売業 756円

自動車（新車）小売業 786円

関
係
図
書
を

縦
覧
し
ま
す

廃
棄
物
処
理
施
設
設
置
許
可
申
請
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（
外
国
人
登
録
し
て
い
る
人
は
印
鑑

登
録
証
明
書
の
み
）

15
歳
以
上
の
人

成
年
被
後
見
人
で
な
い
人

専
用
カ
ー
ド
の
申
請
方
法

　

次
の
も
の
を
持
参
し
て
、
申
請
者
本

人
が
手
続
き
し
て
く
だ
さ
い（
代
理
人

に
よ
る
申
請
は
で
き
ま
せ
ん
）

暗
証
番
号（
4
桁
の
数
字
）

官
公
署
発
行
の
顔
写
真
付
き
身
分

証
明
書（
運
転
免
許
証
な
ど
）ま
た

は
成
田
市
に
印
鑑
登
録
を
し
て
い

る
人
の
保
証
書（
保
証
人
の
登
録
印

の
押
印
と
登
録
番
号
、
住
所
、
氏

名
が
記
載
さ
れ
た
も
の
）

印
鑑
登
録
証（
持
っ
て
い
る
人
）

印
鑑（
新
規
に
印
鑑
登
録
す
る
人
は

登
録
す
る
印
鑑
）

　

身
分
証
明
書
ま
た
は
保
証
書
を
持
参

で
き
な
い
場
合
は
、
本
人
の
意
思
を
確

認
す
る
た
め
の「
照
会
書
」を
後
日
自
宅

に
郵
送
し
ま
す
の
で「
回
答
書
」欄
に
押

印
し
、
必
要
事
項
を
書
い
て
申
請
し
た

窓
口
に
持
参
し
て
く
だ
さ
い
。

受
付
場
所
＝
市
民
課（
市
役
所
1
階
）、

下
総
・
大
栄
支
所
住
民
課

手
数
料
＝
無
料（
新
規
に
印
鑑
登
録
を

す
る
場
合
は
3
0
0
円
）

※
旧
下
総
町
・
大
栄
町
の
紙
の
印
鑑
登

録
証
を
持
っ
て
い
る
人
は
、
各
支

所
住
民
課
で
成
田
市
の
印
鑑
登
録

証
へ
の
交
換
を
し
て
く
だ
さ
い︵
無

料
︶。
く
わ
し
く
は
市
民
課︵
☎
20
︲

1
5
2
5
︶、
下
総
支
所
住
民
課︵
☎

96
︲
1
1
1
5
︶、
大
栄
支
所
住
民

課︵
☎
73
︲
8
0
6
6
︶へ
。

　

夏
は
水
の
使
用
量
が
最
も
多
く
な
る

季
節
で
す
。

　

水
に
つ
い
て
関
心
を
高
め
、
理
解
を

深
め
て
も
ら
お
う
と
、8
月
1
日
が「
水

の
日
」に
定
め
ら
れ
ま
し
た
。

　

わ
た
し
た
ち
が
毎
日
使
っ
て
い
る
水

道
水
は
、
地
下
水
と
河
川
水
が
水
源
で

す
。
水
を
使
用
す
る
と
き
は
節
水
を
心

掛
け
、
限
り
あ
る
資
源
を
大
切
に
し
ま

し
ょ
う
。

※
く
わ
し
く
は
市
水
道
部
業
務
課︵
☎

22
︲
0
2
6
9
︶へ
。

　

交
通
災
害
共
済
制
度
と
は
、
県
市
町

村
総
合
事
務
組
合
と
市
町
村
が
運
営
主

体
と
な
り
、
共
済
加
入
者
が
交
通
事
故

に
よ
り
被
災
し
た
場
合
に
見
舞
金
を
支

給
す
る
制
度
で
す
。

　

市
で
は
、
8
月
15
日（
水
）か
ら
千
葉

県
市
町
村
交
通
災
害
共
済
制
度
へ
の
加

入
申
し
込
み
に
つ
い
て
、
次
の
と
お
り

受
け
付
け
し
ま
す
。

会
員
の
資
格

①
成
田
市
に
住
民
登
録
を
し
て
い
る
人

ま
た
は
外
国
人
登
録
を
し
て
い
る
人

②
市
外
に
在
住
で
、
①
の
扶
養
を
受
け

て
い
る
人

受
付
場
所
＝
交
通
防
犯
課（
市
役
所
4

階
）、
下
総
・
大
栄
支
所
生
活
環
境

課（
い
ず
れ
も
平
日
午
前
8
時
30
分

〜
午
後
5
時
30
分
）

︻
8
月
31
日
ま
で
に
申
し
込
ん
だ
人
】

共
済
期
間
＝
9
月
1
日
〜
平
成
20
年
8

月
31
日

会
費
＝
7
0
0
円

︻
9
月
1
日
以
降
に
申
し
込
ん
だ
人
︼

共
済
期
間
＝
申
込
日
の
翌
日
〜
平
成
20

年
8
月
31
日

会
費
＝
加
入
月
に
よ
っ
て
7
0
0
円
〜

1
0
0
円

※
く
わ
し
く
は
交
通
防
犯
課︵
☎
20
︲

1
5
2
7
︶へ
。

　

自
動
交
付
機
を
利
用
す
る
た
め
の
専

用
カ
ー
ド
に
は
、
住
民
票
と
印
鑑
登

録
証
明
書
が
取
得
で
き
る「
印
鑑
登
録

証
・
な
り
た
市
民
カ
ー
ド
」と
、
住
民

票
の
み
が
取
得
で
き
る「
な
り
た
市
民

カ
ー
ド
」の
2
種
類
が
あ
り
ま
す
。

自
動
交
付
機
の
設
置
場
所
と
稼
働
時
間

市
役
所
1
階
市
民
課
前
…
平
日
の

午
前
8
時
30
分
〜
午
後
5
時

三
里
塚
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
セ
ン
タ
ー

…
火
〜
日
曜
日（
祝
日
は
除
く
）の

午
前
9
時
〜
午
後
5
時

専
用
カ
ー
ド
の
申
請
が
で
き
る
人

成
田
市
に
住
民
登
録
し
て
い
る
人

お
よ
び
外
国
人
登
録
し
て
い
る
人 

水
は
貴
重
な

資
源
で
す

8
月
1
日
は
水
の
日

（7月1日～15日）

市 長 日 誌

成
田
祇
園
祭
で
総
踊
り

を
観
覧
す
る
小
泉
市
長

申
し
込
み
は

8
月
15
日
か
ら

千
葉
県
市
町
村
交
通
災
害
共
済

便
利
で
簡
単
な

自
動
交
付
機
で

住
民
票
と
印
鑑
登
録
証
明
書

  1日  千葉県消防協会印旛支部消防操
法大会

  千葉県B＆Gスポーツ大会（水泳・
剣道の部）開会式

 加良部祭り
  2日  社会を明るくする運動出発式・

街頭啓発
 サンブルーノ市友好訪問団表敬訪問
 印旛沼水質保全協議会総会
 成田市防火協会総会
  3日 成田POPラン大会実行委員会
  5日 ISO14001経営層研修
  7日 遠山蘭の会総会
  8日  成田空港周辺地域親睦スポーツ

大会（小学生サッカーの部）
 成田祇園祭総引き・総見
  9日  航空機騒音評価法の改善要望（環

境省）
10日 成田市献血推進協議会総会
 新勝寺・成田市懇談会
   （仮称）公津の杜複合施設整備に

かかる説明会
12日 原水爆禁止国民平和大行進
 成田赤十字病院運営協議会
13日 成田市建設工事表彰式
  成田線（我孫子～成田間）複線化

促進期成会総会

� 広報なりた2007.8.1　☎／市外局番の記載のないものは「0476」です



　

飲
食
店
や
店
舗
、
事
務
所
な
ど
の
事

業
所
か
ら
発
生
す
る
一
般
廃
棄
物（
ご

み
）は「
廃
棄
物
の
処
理
及
び
清
掃
に
関

す
る
法
律
」に
よ
り
、
事
業
者
自
ら
の

責
任
に
お
い
て
適
正
に
処
理
し
な
け
れ

ば
な
り
ま
せ
ん
。
そ
の
た
め
、
事
業
所

か
ら
発
生
す
る
ご
み
は
一
般
家
庭
用
の

集
積
所
に
出
す
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。

　

事
業
所
の
ご
み
は
分
別
を
徹
底
し
、

い
ず
み
清
掃
工
場
ま
た
は
リ
サ
イ
ク
ル

プ
ラ
ザ（
下
総
・
大
栄
地
区
は
伊
地
山

ク
リ
ー
ン
セ
ン
タ
ー
）へ
自
己
搬
入
す

る
か
、
収
集
運
搬
許
可
業
者
へ
搬
入
を

委
託
す
る
な
ど
適
正
な
処
理
を
お
願
い

し
ま
す
。

成
田
地
区
の
事
業
所
は

分
別
方
法
＝「
燃
や
せ
る
ご
み
」「
ビ

ニ
ー
ル
・
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
類
」「
ビ

ン
・
カ
ン
・
ガ
ラ
ス
」「
金
物
・
陶

磁
器
類
」に
分
別
し
、
半
透
明
の
業

務
用
ご
み
袋
を
使
用

処
理
方
法

ご
み
処
理
施
設
へ
自
己
搬
入
す
る

場
合

﹁
燃
や
せ
る
ご
み
﹂…
い
ず
み
清
掃
工
場

（
☎
36
‐
1
6
8
9
）

﹁
ビ
ニ
ー
ル
・
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
類
﹂﹁
ビ

ン
・
カ
ン
・
ガ
ラ
ス
﹂﹁
金
物
・
陶
磁

器
類
﹂…
リ
サ
イ
ク
ル
プ
ラ
ザ（
☎
36
︲ 

　

1
0
0
0
）

許
可
業
者
に
処
理
を
委
託
す
る
場

合
…
成
田
市
一
般
廃
棄
物
収
集
運

搬
許
可
業
者
へ
委
託

下
総
・
大
栄
地
区
の
事
業
所
は

分
別
方
法
＝「
可
燃
ゴ
ミ
」「
ビ
ン
・
カ

ン
」「
不
燃
ゴ
ミ
」「
ペ
ッ
ト
ボ
ト
ル
」

に
分
別
し
、
半
透
明
の
ご
み
袋
を

使
用

処
理
方
法

ご
み
処
理
施
設
へ
自
己
搬
入
す
る

場
合（
搬
入
券
が
必
要
。
搬
入
券   

は
下
総
・
大
栄
支
所
生
活
環
境
課   

で
配
布
）

﹁
可
燃
ご
み
﹂﹁
ビ
ン
・
カ
ン
﹂﹁
不
燃
ご

み
﹂…
伊
地
山
ク
リ
ー
ン
セ
ン
タ
ー（
☎ 

　

0
4
7
8
︲
59
︲
2
1
4
8
）

﹁
ペ
ッ
ト
ボ
ト
ル
﹂…
直
接
搬
入
で
き
ま

せ
ん
。
リ
サ
イ
ク
ル
を
促
進
す
る

た
め
、
許
可
業
者
に
委
託
し
て
く

だ
さ
い

許
可
業
者
に
処
理
を
委
託
す
る
場

合
…
成
田
市
一
般
廃
棄
物
収
集
運

搬
許
可
業
者（
下
総
・
大
栄
地
区
の

収
集
運
搬
許
可
業
者
）へ
委
託

産
業
廃
棄
物
の
処
理
は

　

事
業
活
動
に
伴
っ
て
生
じ
る「
産
業

廃
棄
物
」は
原
則
と
し
て
市
で
は
処
理

で
き
ま
せ
ん
。

　

事
業
者
は
自
ら
処
理
す
る
か
、
県
の

許
可
を
受
け
た「
産
業
廃
棄
物
処
理
業

者
」に
委
託（
有
料
）す
る
な
ど
適
正
に

処
理
し
て
く
だ
さ
い
。

　

詳
細
に
つ
い
て
は
北
総
県
民
セ
ン

タ
ー
地
域
環
境
保
全
課（
☎
0
4
3
‐

4
8
3
‐
1
1
3
8
）ま
た
は
県
資
源
循

環
推
進
課
事
業
推
進
室（
☎
0
4
3
‐

2
2
3
‐
2
6
5
6
）へ
お
問
い
合
わ
せ

く
だ
さ
い
。

※
く
わ
し
く
は
ク
リ
ー
ン
推
進
課︵
☎

20
︲
1
5
3
0
︶へ
。

　

選
挙
管
理
委
員
の
任
期
満
了
に
伴

い
、
市
議
会
の
選
挙
に
よ
り
新
選
挙
管

理
委
員
が
選
出
さ
れ
ま
し
た
。委
員
は
、

古ふ
る

矢や

高た
か

志し

氏
、
鶴つ

る

田た

成し
げ

孝た
か

氏
、
小お

山や
ま

英え
い

子こ

氏
、
戸と

村む
ら

佳け
い

資す
け

氏
の
4
人
で
、
任
期

は
平
成
19
年
7
月
7
日
〜
23
年
7
月
6

事
業
所
ご
み
の
処
理
方
法

一
般
家
庭
用
の

集
積
所
に
は
出
せ
ま
せ
ん

日（
4
年
間
）で
す
。
委
員
長
に
は
古
矢

高
志
氏
が
選
ば
れ
ま
し
た
。

※
く
わ
し
く
は
選
挙
管
理
委
員
会︵
☎

22
︲
1
1
1
1 

内
線
3
1
5
2
︶

へ
。

　

道
路
な
ど
に
放
置
さ
れ
た
自
動
車
は

通
行
の
妨
げ
に
な
る
ば
か
り
で
な
く
、

地
域
の
美
観
を
損
ね
ま
す
。
ま
た
、
放

置
自
動
車
周
辺
に
ご
み
を
不
法
投
棄
さ

れ
る
な
ど
、
生
活
環
境
の
悪
化
も
生
じ

さ
せ
て
い
ま
す
。

　

こ
の
よ
う
な
状
況
を
改
善
す
る
た

め
、
市
で
は「
成
田
市
放
置
自
動
車
の

発
生
の
防
止
及
び
適
正
な
処
理
に
関
す

る
条
例
」に
よ
り
放
置
自
動
車
の
調
査

を
行
い
、
所
有
者
・
使
用
者
へ
早
急
な

移
動
を
指
導
し
て
い
ま
す
。

　

使
用
済
み
と
な
っ
た
自
動
車
は
、
販

売
店
や
引
取
業
者
に
引
き
渡
し
て
廃
車

手
続
き
を
す
る
な
ど
、
適
切
に
処
分
す

る
よ
う
お
願
い
し
ま
す
。

※
く
わ
し
く
は
環
境
対
策
課︵
☎
20
︲

1
5
3
2
︶へ
。

委
員
長
に

古
矢
高
志
氏

選
挙
管
理
委
員
会

　市では、7月16日に新潟県中越沖で発生した地震の被災者・

被災地への義援金を次のとおり受け付けしています。皆さんの

ご協力をお願いします。

●受付窓口

　社会福祉課（市役所議会棟1階）、社会福祉協議会（保健福祉館）

●義援金箱設置場所

　 市役所玄関ホール・議会棟1階、保健福祉館、各公民館（中央・

成田・橋賀台・玉造・久住・豊住・八生・公津・中郷・加良部・

遠山・下総・大栄）、美郷台地区会館、卸売市場事務所、市立

図書館、三里塚コミュニティセンター、下総支所、大栄支所

●郵便振替

受付期間＝平成20年1月16日（水）まで

口座番号＝「00510ｰ5ｰ26」

口座名義＝「日本赤十字社新潟県支部」

　通信欄に「新潟中越沖地震」と書いてください（受領書を希望

する場合は「受領書希望」も）。送金手数料は無料（窓口のみ）。

※ くわしくは社会福祉課（☎20-1536）または社会福祉協議会

（☎27-7755）へ。

適
切
な
処
分
を

お
願
い
し
ま
す

使
用
済
み
自
動
車

新潟県中越沖地震災害義援金
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